
恵那市耐震化緊急促進アクションプログラム 2026 

 
1. ⽬標 

恵那市耐震改修促進計画に定めた⽬標の達成に向け、住宅所有者の経済的負担の軽
減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対す
る耐震化促進、改修事業者の技術⼒向上、⼀般市⺠への周知・普及等を図ることが重
要である。 
 恵那市耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」とい
う。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価
するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強⼒に推進すること
を⽬的とする。 
 
 

2. 位置付け 
 本アクションプログラムは、恵那市耐震改修促進計画「第４ 建築物の耐震化を促
進する施策」に基づき策定する。 
 
 

3. 取組計画期間 
 本アクションプログラムの取組計画期間は、恵那市耐震改修促進計画の計画期間と
合わせ令和７年度から令和 12 年度までとする。なお、これまで計画的に実施してい
る⼾別訪問による耐震化啓発の取組については、本アクションプログラムの取組計画
期間終了後においても実施する。 

 

取組計画期間：令和７年４⽉〜令和 12 年３⽉（６年間） 



４ 恵那市耐震化緊急促進アクションプログラム2026 取組内容・⽬標・実績

令和８年度（2026）⽬標
【財政的⽀援】 ・⽊造住宅の耐震診断⼾数：20⼾
ⅰ）⽊造住宅の無料耐震診断を実施 ・⽊造住宅の耐震改修⼯事補助⼾数：５⼾
ⅱ）⽊造住宅の耐震改修⼯事に要する費⽤の⼀部補助を実施 ・⽊造住宅の除却⼯事補助：２⼾
ⅲ）⽊造住宅の除却⼯事に要する費⽤の⼀部補助を実施 ・耐震シェルター設置事業補助：３⼾
ⅳ）耐震シェルターの設置に要する費⽤の⼀部補助を実施 前年度までの実績
【普及啓発等】 ・⽊造住宅の耐震診断⼾数（H14〜R７）：564⼾
ⅰ）住宅所有者に対する直接的な耐震化促進 ・⽊造住宅の耐震改修⼾数（H16〜R７）：55⼾
 ・⼾別訪問
ⅱ）耐震診断実施者に対する耐震促進
 ・耐震診断結果報告時に、耐震改修⼯事の概算算出
 ・耐震改修の補助制度の概要を説明
ⅲ）改修事業者の技術⼒向上
 ・改修事業者の技術⼒向上を⽬的とした講習会を実施
ⅳ）⼀般への周知普及
 ・市広報誌等による耐震化補助制度の周知
 ・耐震化補助制度の概要をまとめたチラシの作成・配布

前年度（令和７年度）の取組実績 前年度（令和７年度）の課題
・⼾別訪問による耐震化啓発を実施（48⼾） ・耐震化促進に向け、引き続き補助制度の利⽤促進を図る。
・市広報誌、ホームページで耐震化補強制度を案内 ・⾼齢者の単⾝世帯の増加により、住宅の将来が⾒通せず、
・市主催イベント時に、耐震のブースを設け、補助⾦啓発のチラシを配布  耐震化に躊躇する事例がある。
・耐震相談会を開催し、耐震化について周知を⾏った。 ・延べ床⾯積⼤きい住宅が多く、耐震改修の費⽤が⾼額になる。
・耐震シェルター等設置事業に対しての補助事業整備

・⼾別訪問や各種イベントにおけるブースの出展などにより、
 引き続き耐震化補助制度のPRをする。
・安価な耐震化⼯法の周知を⾏い、耐震改修を⾏いやすい環境を整備。
 

令和８年度（2026）取組内容

計
 
画

改善策

⾃
⼰
評
価

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
耐震診断 4 10 7 8 9 7 40 60 41
耐震改修
補助事業 ー ー 1 3 0 1 0 1 3

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
耐震診断 44 48 31 34 16 48 19 10 17
耐震改修
補助事業 3 1 1 1 6 4 7 5 4

R2 R3 R4 R5 R6 R7 合計
耐震診断 7 12 18 14 40 20 564
耐震改修
補助事業 4 1 0 0 6 3 55




